
研
究
ノ
ー
ト倭

国
王
武
の
上
表
文
に
つ
い
て

湯

浅

幸

孫

倭国ヨ三武の上表文について（湯浅）

　
こ
の
春
の
学
年
度
末
の
休
暇
で
帰
郷
中
、
た
ま
た
ま
繁
華
街
の
書
難
を
ひ

や
か
し
て
い
て
、
日
本
古
代
史
に
関
す
る
新
刊
書
を
見
か
け
た
の
で
、
三
冊

ば
か
り
購
い
帰
っ
て
読
ん
で
み
た
。
こ
の
中
の
一
冊
は
学
説
史
の
叙
述
が
主

で
、
倭
の
五
王
に
つ
い
て
松
下
見
林
以
来
の
学
説
が
概
観
で
き
て
、
た
い
へ

ん
便
利
で
あ
っ
た
。
旧
説
に
つ
い
て
一
般
的
に
欝
え
る
こ
と
は
、
倭
の
五
王

に
関
す
る
記
事
を
、
　
「
晋
書
」
・
「
稀
書
」
・
「
南
斉
書
」
・
「
梁
書
」
・
「
野
史
」

等
の
正
史
に
求
め
る
に
と
ど
ま
り
、
唐
代
の
政
書
「
通
典
」
、
宋
代
の
類
書

「
太
平
御
覧
」
が
た
ま
に
使
わ
れ
、
　
「
冊
府
元
亀
し
に
至
っ
て
は
全
く
考
慮

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

　
ま
た
、
倭
王
武
の
上
表
文
中
の
一
句
「
自
昔
乱
暴
し
の
「
祖
禰
」
を
「
祖

　
ムの

彌
」
の
誤
り
と
解
す
る
よ
う
な
、
当
時
の
粟
国
王
朝
に
固
有
な
避
諜
の
習

俗
を
無
視
し
た
謬
論
も
、
一
学
説
と
し
て
通
行
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
に
は
、

い
さ
さ
か
驚
か
さ
れ
た
。
　
「
祖
禰
」
と
い
う
語
は
経
伝
に
屡
見
す
る
成
語
で

あ
る
。
祖
若
し
く
は
父
を
謂
い
、
父
死
し
て
考
と
称
し
、
廟
に
入
り
て
禰
と

い
う
。
禰
は
称
と
暴
く
こ
と
も
あ
る
が
、
ホ
は
爾
の
俗
字
で
あ
る
。
　
（
因
に

云
う
、
珍
は
俗
字
で
は
琢
、
彌
は
俗
字
で
弥
と
書
く
の
で
、
珍
・
彌
は
互
に

誤
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
　
「
宋
雷
」
夷
蛮
天
竺
翅
眺
黎
国
庫
の
「
泰
始
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
、
又
遣
使
貢
献
、
以
其
使
主
竺
扶
大
・
竺
阿
彌
並
為
面
上
将
軍
」
の
竺
阿

ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

彌
を
、
　
「
南
史
」
夷
額
伝
に
竺
阿
珍
に
作
る
は
こ
の
例
。
）
　
こ
の
上
三
文
の

文
意
か
ら
考
え
て
も
、
　
「
祖
禰
」
は
こ
の
ま
ま
で
さ
し
つ
か
え
な
く
、
　
「
冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

府
元
亀
」
九
六
三
で
は
こ
の
句
を
「
自
昔
祖
父
」
と
し
て
い
る
の
を
見
る
が

よ
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
更
に
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
先
づ
、
　
「
高
書
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。
梁
の
沈
約
（
四
四
一
～
五
＝
二
）

の
「
磯
曲
」
は
、
苗
田
に
至
っ
て
す
で
に
散
失
多
く
、
仁
宗
朝
に
勅
撰
さ
れ

た
「
崇
文
総
目
」
に
は
、
　
「
今
世
に
伝
う
る
所
は
、
文
多
く
舛
失
し
、
参
補

す
る
こ
と
い
ま
だ
獲
ず
。
趙
倫
之
伝
一
巻
は
今
ま
闘
き
、
謝
霊
運
伝
は
文
も
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注
も
記
駁
す
」
（
「
文
献
尊
卑
」
経
籍
考
十
九
引
）
と
習
い
、
聖
意
の
魚
区
孫

の
コ
隠
斎
繋
累
解
題
」
に
は
、
　
「
独
り
到
彦
之
伝
を
抄
く
」
と
言
う
。
し
て

み
れ
ば
宋
代
に
は
、
す
で
に
か
な
り
漏
脱
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
北
宋

末
年
の
人
で
あ
る
叢
説
之
の
説
く
所
に
よ
れ
ば
、
　
「
沈
丁
の
群
書
一
百
巻
、

嘉
祐
末
、
館
閣
に
詔
し
て
校
讐
せ
し
め
、
始
め
て
学
官
に
列
す
。
尚
お
残
脱

　
　
　
　
　
　
　
ま
じ

麟
舛
多
く
、
或
は
雑
え
る
に
李
延
寿
の
南
史
を
罰
す
」
（
「
嵩
山
霊
」
十
二
読

聖
書
」
）
と
あ
る
か
ら
、
「
南
史
」
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
た
部
分
が
あ
り
、
ま

た
配
本
と
も
「
閥
」
字
を
注
記
し
て
い
る
個
所
も
あ
る
。
嘉
祐
末
に
於
け
る

校
讐
に
参
加
し
た
と
思
わ
れ
る
郷
穆
（
一
〇
一
八
～
一
〇
九
二
）
の
密
語
が

巻
四
十
六
の
趙
倫
堕
落
の
巻
尾
に
有
り
、
　
「
臣
平
等
、
高
氏
小
史
を
案
ず
る

に
、
趙
倫
之
伝
の
下
に
到
彦
之
伝
あ
り
、
し
か
る
に
此
の
書
独
り
畏
く
。
約

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
史
法
に
、
諸
県
は
廟
号
を
称
し
、
魏
を
謂
い
て
虜
と
為
す
。
今
、
帝
に
帝

号
（
1
1
野
盗
）
を
称
し
、
魏
を
魏
主
と
称
七
、
南
史
と
体
同
じ
く
、
伝
末
に

又
た
賢
臣
の
論
な
し
、
疑
う
ら
く
は
約
の
書
に
非
ず
。
然
れ
ど
も
そ
の
辞
や

や
南
史
と
異
り
、
故
に
特
に
こ
れ
を
存
す
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す

る
と
よ
い
。
　
（
因
に
言
う
。
帝
号
は
天
子
の
称
号
の
意
。
秦
王
政
が
始
皇
帝

と
称
し
、
北
宋
の
趙
借
が
教
主
道
君
皇
帝
と
号
し
た
の
は
帝
号
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
へ

こ
こ
で
帝
号
と
言
っ
て
い
る
の
は
五
号
に
同
じ
。
秦
は
論
法
を
廃
し
た
け
れ

ど
も
、
漢
以
後
は
こ
れ
を
復
し
、
天
子
の
学
窓
に
尊
詮
を
上
る
こ
と
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
い
た
。
さ
ら
に
太
廟
に
升
着
し
て
特
に
名
号
を
立
て
、
こ
れ
を
廟
号
と
言

う
。
黒
帯
を
帝
号
と
称
す
る
こ
と
も
あ
る
。
史
を
読
む
も
の
知
ら
ざ
る
べ
か

ら
ず
。
）
　
今
本
で
は
巻
四
十
六
に
趙
倫
之
伝
・
王
燃
伝
・
張
郡
伝
が
あ
り
、

映
倫
之
伝
の
次
に
在
る
べ
き
到
彦
之
伝
を
闘
い
て
い
る
。
し
か
し
、
司
馬
光

（一

Z
一
九
～
一
〇
八
六
）
奉
勅
撰
の
「
繋
累
考
異
」
宋
紀
上
の
元
嘉
五
年

の
「
十
月
哲
理
刺
史
王
畿
斜
壁
魏
」
条
下
の
注
に
、
　
「
宋
書
仲
徳
番
結
」
と

あ
る
か
ら
、
　
「
通
鑑
」
が
作
ら
れ
た
当
時
す
で
に
王
墜
（
字
は
仲
徳
）
の
伝

は
關
け
て
お
り
、
　
「
南
史
」
の
本
紀
列
伝
に
も
、
こ
の
年
に
王
八
徳
が
魏
を

伐
っ
た
こ
と
は
載
せ
て
い
な
い
た
め
に
、
「
通
鑑
」
は
「
魏
書
」
本
紀
（
即

ち
、
世
祖
太
武
紀
）
に
従
っ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
今
本
「
宋
書
」
の

王
驚
伝
は
、
　
「
早
漏
」
の
そ
れ
と
は
文
字
に
か
な
り
異
同
が
あ
り
、
何
書
に

従
っ
て
補
っ
た
か
定
か
噂
な
い
。
又
た
、
張
郡
伝
は
「
馬
草
」
か
ら
補
っ
た

ら
し
い
が
、
今
本
「
聖
書
」
で
は
張
郡
の
子
音
・
郡
の
兄
の
子
捨
の
伝
が
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

郡
伝
に
附
載
さ
れ
て
い
る
の
に
、
別
に
独
立
し
て
巻
五
十
九
に
張
暢
伝
が
、

巻
六
十
二
に
張
敷
伝
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
張
郡
伝
を
「
南
濃
」
か
ら
拾
っ

て
補
っ
た
聴
に
、
併
せ
て
敷
・
暢
の
伝
も
収
め
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
同
一

人
の
伝
が
重
出
す
る
と
い
う
不
手
際
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
巻
五
十
九
・

六
十
二
の
巻
尾
に
は
史
臣
の
論
が
附
い
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
等
の
巻
は
沈
約

の
「
宋
書
」
に
固
有
の
伝
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
到
彦
之
伝
は
「
有
史
」

や
「
高
氏
小
史
」
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
何
故
か
今
本
「
宋

書
」
に
は
無
い
。
　
「
高
著
小
史
」
の
著
者
高
峻
は
「
新
唐
書
」
芸
文
志
に
よ

118 （118）



倭國王武の上食文について（湯浅）

る
と
、
唐
の
元
和
中
の
人
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
の
書
に
つ
い
て
は
す
で
に

詳
し
い
こ
と
は
分
ら
な
い
。
沈
約
の
「
翰
墨
」
の
残
欠
せ
る
部
分
で
後
人
が

補
綴
し
た
の
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
い
っ
た
い
「
宋
書
」
は
、
翰
墨
の
自
序
に
よ
る
と
、
斉
の
墨
縄
の
永
明
五

年
（
四
八
七
）
春
に
勅
を
奉
じ
て
編
修
を
始
め
、
六
年
二
月
に
は
功
を
畢
え
て

い
る
。
本
紀
列
伝
凡
そ
七
十
巻
が
約
一
年
で
完
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
　
（
永

明
六
年
に
こ
の
書
を
奏
呈
し
た
時
に
は
懸
垂
は
無
く
、
七
十
巻
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

と
は
、
　
「
冊
封
元
亀
」
五
六
一
に
引
く
表
文
の
末
尾
に
、
　
「
本
紀
列
国
伝
、

繕
写
照
畢
。
合
七
峡
七
十
巻
、
臣
今
謹
奏
呈
、
所
撰
諸
志
、
須
成
続
上
」
と

あ
る
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
今
本
「
宋
書
」
自
序
で
は
各
本
と
も
「
七
秩
」

を
「
志
表
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
す
ぐ
下
に
「
所
老
体
志
、
須
成
続

上
」
と
言
う
の
と
整
合
し
な
い
し
、
　
「
宋
書
」
に
表
は
無
い
。
属
人
の
妄
改

す
る
所
か
。
）
　
修
史
の
事
業
と
し
て
は
前
後
に
そ
の
例
を
見
な
い
ほ
ど
短
隠

間
に
で
き
上
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
自
序
の
文
意
を
案
ず
る
に
、
沈

約
の
書
は
多
く
徐
愛
の
旧
本
を
取
り
、
こ
れ
を
増
刷
し
た
か
ら
で
あ
る
。
徐

髪
は
何
承
天
・
山
謙
之
・
蘇
宝
生
等
の
述
べ
る
所
を
ま
と
め
て
一
史
を
勒
成

し
た
が
、
　
「
永
光
よ
り
以
来
、
禅
譲
に
至
る
ま
で
十
余
年
内
は
、
闘
き
て
続

け
ず
、
一
代
の
典
文
、
始
末
い
ま
だ
挙
げ
ず
」
と
結
う
か
ら
、
宋
の
前
廃
帝

（
劉
子
業
）
の
永
光
元
年
（
四
六
五
）
よ
り
亡
国
に
至
る
三
余
年
間
は
、
徐

愛
の
「
宋
書
」
に
は
記
載
を
欠
き
、
永
光
以
後
の
紀
伝
は
蓋
し
沈
欝
の
新
に

補
う
所
で
あ
る
。

　
「
太
平
御
覧
」
は
、
北
宋
の
太
平
興
国
二
年
（
九
七
七
）
に
編
修
が
開
始

さ
れ
太
平
興
国
八
年
（
九
八
三
）
に
脱
稿
し
て
い
る
が
、
こ
の
類
書
で
は
徐

愛
、
沈
約
の
「
宋
書
」
の
ほ
か
、
南
斉
の
孫
厳
、
王
智
深
、
梁
代
の
王
瑛
の

「
宋
書
」
を
引
用
し
て
い
る
。
又
た
、
梁
の
装
子
野
の
「
宋
略
」
、
王
瑛
の

「
宋
春
秋
」
も
引
く
。
こ
の
中
、
王
瑛
の
「
宋
書
し
と
「
宋
春
秋
し
と
は
同

一
の
書
で
あ
ろ
う
し
、
王
智
深
の
「
墨
書
」
と
は
「
南
触
書
」
本
伝
に
見
え

る
「
宋
平
し
三
十
巻
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
「
御
覧
」
清
刊
本
で
は
昼
下
を
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
な

玉
と
し
て
い
る
の
は
嘉
慶
帝
の
緯
瑛
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
玉
が
王
瑛
の
字

で
あ
っ
た
象
跡
は
な
い
。
）
　
斐
子
野
の
「
宋
略
」
に
つ
い
て
は
、
唐
の
劉
知

幾
の
「
史
通
」
六
家
篇
に
「
大
抵
皆
な
左
伝
に
依
り
て
以
て
的
準
と
為
す
」

と
言
う
か
ら
、
王
瑛
の
「
宋
春
秋
」
と
同
じ
く
編
年
体
の
出
雲
で
あ
っ
た
。

劉
氏
は
ま
た
古
今
正
史
篇
で
沈
約
の
「
宋
書
」
と
な
ら
べ
て
こ
れ
を
批
評
し
、

「
斉
に
至
り
著
作
郎
密
約
、
更
に
遺
す
所
を
補
綴
し
、
新
史
を
製
成
す
。
義

煕
の
肇
号
よ
り
始
め
て
昇
明
三
年
に
終
り
（
臭
墨
帝
義
煕
元
年
四
〇
五
～
宋

順
帝
昇
明
三
年
四
七
九
）
、
紀
十
、
志
三
十
、
列
伝
六
十
、
合
せ
て
百
巻
を

為
り
、
名
づ
け
て
宋
書
と
い
う
。
永
明
末
、
そ
の
書
既
に
行
わ
れ
、
河
東
の

斐
子
野
さ
ら
に
捌
り
て
宋
略
二
十
巻
を
為
る
。
沈
約
見
て
歎
じ
て
曰
く
、
吾

　
お
よ

が
逮
ば
ざ
る
灰
な
り
と
。
是
よ
り
世
の
宋
史
を
言
う
も
の
陵
の
略
を
以
て
上

と
為
し
、
沈
の
書
こ
れ
に
次
ぐ
」
と
。
見
る
べ
し
「
野
宿
」
は
唐
代
で
も
評
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判
の
よ
い
宋
史
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
「
通
鑑
考
異
」
に
も
「
宋
略
」
は

処
々
に
引
用
さ
れ
て
い
る
し
、
高
似
孫
「
史
略
」
四
に
見
え
る
「
通
鑑
」
参

諸
書
の
中
に
も
「
忽
略
」
と
「
高
峻
小
史
」
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
司
馬

光
等
が
「
資
治
通
鑑
」
を
編
纂
し
た
時
、
こ
れ
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
は
注

意
す
る
と
よ
い
。
（
「
通
鑑
」
宋
紀
十
・
十
四
・
十
五
に
「
装
子
野
釜
日
」
と

し
て
「
親
鍵
」
を
引
い
て
い
る
。
又
た
「
通
典
」
・
「
文
苑
英
華
」
に
も
引
く
。
）

　
処
で
、
「
聖
書
」
夷
蛮
伝
は
、
永
光
以
後
の
記
事
を
含
み
、
史
臣
（
沈
約
）

の
論
賛
が
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
沈
約
の
書
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
（
永

光
よ
り
昇
明
三
年
ま
で
は
沈
約
の
新
作
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ

た
。
）
　
し
か
し
宋
の
諸
帝
に
つ
い
て
、
或
は
晶
帯
を
称
し
、
或
は
識
号
を
称

し
、
統
一
が
な
い
。
密
書
の
紀
伝
の
本
文
を
見
る
と
、
諸
帝
は
皆
な
廟
号
を

称
し
て
い
る
か
ら
、
廟
号
を
称
す
る
こ
と
が
沈
氏
の
義
例
で
あ
る
。
既
に
清

代
の
史
家
銭
大
所
は
「
廿
二
史
論
異
」
宋
書
少
帝
紀
の
条
に
於
い
て
、
「
案

ず
る
に
、
紀
伝
に
諸
帝
を
書
す
る
に
、
皆
な
廟
号
を
称
す
。
独
り
此
の
紀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

武
勲
と
（
識
号
を
）
称
す
る
も
の
四
、
し
か
も
衡
お
高
祖
と
（
廟
号
を
）
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
な

す
る
も
の
あ
り
、
…
…
全
く
休
文
（
一
沈
魚
の
字
）
の
例
に
非
ず
」
と
言
い
、

更
に
設
号
と
重
事
と
が
錯
綜
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
個
所
を
挙
げ
、
　
「
此
れ

史
例
に
於
い
て
殊
に
議
す
轟
き
と
な
す
。
或
は
後
来
の
校
書
す
る
も
の
意
を

以
て
畷
ち
改
む
る
か
、
休
文
の
本
意
に
非
ず
」
と
論
じ
て
い
る
。
蓋
し
、
既
に

久
し
く
残
欠
し
た
篇
を
、
．
後
人
が
他
書
よ
り
雑
慮
し
て
こ
れ
を
補
っ
た
が
た

め
に
、
義
例
に
乖
要
す
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
沈
約
は

宋
・
斉
・
梁
の
三
朝
に
歴
仕
し
、
　
「
懸
軍
」
は
斉
代
に
作
ら
れ
、
沈
約
は
梁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
仕
え
て
点
葉
の
天
監
十
二
年
に
卒
し
て
い
る
か
ら
、
武
帝
の
父
瀟
順
之
の

認
は
避
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
本
「
宋
書
」
夷
蛮
伝
で
は
、
百
済
伝
に

　
　
　
　
へ

「
累
葉
翠
霞
」
と
あ
り
、
順
之
の
認
を
犯
す
こ
と
と
な
る
し
、
倭
国
伝
の

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

「
王
道
融
泰
」
の
句
は
、
斉
の
高
峻
薫
道
成
及
び
和
帝
瀟
宝
融
の
緯
を
犯
す

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
等
は
後
人
に
よ
り
字
が
改
め
ら
れ
た
か
、
後
世
の
史
料

に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
殊
に
倭
国
伝
で
臨
月
息
幽
ヲ
べ
き
は
、
　
「
宋
書
囲
」
夷
亦
以
伝
は
鴛
繭
帝
に
つ
い
て
廟

号
（
高
祖
・
太
祖
・
世
祖
・
太
宗
等
）
を
称
し
、
閣
婆
婆
達
国
伝
・
師
子
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
へ

伝
に
引
く
国
主
の
上
奏
文
に
は
「
大
虚
揚
州
大
国
大
吉
天
子
」
・
「
謹
白
大
宋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

明
王
」
等
の
句
が
見
え
、
宋
朝
の
実
録
に
よ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

倭
王
武
の
上
奏
文
を
引
く
「
罷
工
昇
明
二
年
（
四
七
八
）
」
の
条
だ
け
は
論
号

を
称
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
宋
が
滅
ん
で
間
も
な
い
斉
の
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

帝
の
建
元
元
年
（
四
七
九
）
五
月
に
、
宋
帝
が
年
十
三
で
麗
じ
、
薦
氏
（
斉

　
　
マ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

帝
）
が
蝋
石
し
て
宋
の
順
帝
と
謂
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
順
帝
に
は
適
言
は
無

い
が
、
藩
王
武
の
上
表
文
が
今
本
「
字
書
」
に
見
え
る
よ
う
な
形
で
、
は
じ

め
か
ら
夷
島
伝
に
収
め
ら
れ
て
い
た
の
か
否
か
は
、
た
い
へ
ん
疑
わ
し
い
。

　
疑
い
の
第
一
は
、
「
宋
書
」
順
帝
紀
に
は
、
す
で
に
「
（
昇
明
二
年
）
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

戊
午
。
倭
国
王
武
、
使
を
し
て
方
物
を
献
ぜ
遣
め
、
武
を
以
て
安
東
大
将
軍
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倭國董武の上表文について（湯浅）

と
為
す
」
と
あ
り
、
三
王
武
の
記
事
と
し
て
は
倭
国
伝
と
重
複
す
る
こ
と
で

あ
る
。
宋
王
朝
に
と
っ
て
さ
し
て
重
要
で
な
い
こ
の
種
の
記
事
を
畳
用
す
る

こ
と
は
、
良
史
の
法
と
は
言
い
難
い
。
本
紀
に
あ
れ
ば
足
り
る
。

　
第
二
は
、
　
こ
の
倭
王
武
の
上
表
文
は
文
章
の
内
容
か
ら
区
分
す
る
と
、

「
封
国
三
遠
、
詳
審
所
外
、
…
…
駆
率
所
命
、
帰
崇
至
極
」
の
前
半
に
、

　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ぬ
　
ぬ
　
ね
　
あ
　
つ
　
つ
　
ヨ
　
ヨ
　
へ

「
道
蓬
百
済
」
以
下
の
後
半
の
文
章
が
続
く
が
、
こ
の
続
き
方
は
ま
こ
と
に

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

唐
突
で
、
前
後
の
脈
絡
が
つ
け
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
前
半
の
文
章
の
大
意

を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
と
、
　
「
わ
が
倭
国
は
宋
王
朝
の
都
よ
り
は
遠
く
離

れ
て
い
ま
す
が
、
　
（
宋
の
皇
帝
の
）
王
道
は
広
く
ゆ
き
わ
た
り
、
わ
が
祖
先

代
々
朝
貢
を
怠
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
臣
某
と
い
た
し
ま
し
て
も
先
緒
を
継
ぎ

所
部
を
率
い
て
天
朝
に
帰
向
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
で
ま
と

ま
っ
た
ひ
と
く
く
り
の
文
章
で
あ
る
。
　
（
因
に
言
う
。
私
の
読
ん
だ
限
り
で

は
、
こ
の
上
平
文
に
つ
い
て
は
非
常
識
な
誤
訳
が
通
行
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
後
に
や
や
詳
し
く
考
釈
す
る
。
）
　
と
こ
ろ
が
後
半
で
は
、
高
句
麗
の
百

済
へ
の
侵
攻
に
よ
っ
て
進
路
を
塞
が
れ
た
の
で
、
臣
は
父
兄
の
憲
を
承
け
て

こ
の
強
敵
を
漉
き
た
い
と
訴
え
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
「
道
蓬
百
済
」
の
前

に
あ
る
幾
句
か
が
残
欠
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
だ
と
し

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
も
、
前
半
と
は
全
く
時
代
を
異
に
す
る
記
事
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
前
半
で
は
祖
父
よ
り
以
来
、
東
西
の
戎
夷
を
征
し
、
海
を
渡

っ
て
九
十
五
ヶ
国
を
平
げ
た
と
あ
る
の
に
、
後
半
で
は
父
兄
は
高
句
麗
と
の

戦
い
の
途
中
で
志
を
得
ず
し
て
死
没
し
た
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前

半
と
後
半
と
は
ち
ぐ
は
ぐ
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
北
宋
の
真
宗
朝
に
勅
撰
さ
れ
た
「
冊
府
元
亀
」
九
六
三
外
臣
部

に
引
く
倭
国
の
朝
貢
の
記
事
で
は
、
今
本
「
宋
書
」
に
見
え
る
鑑
識
武
の
上

表
文
の
前
半
と
殆
ど
同
じ
文
章
が
、
太
祖
文
墨
の
元
嘉
二
年
（
四
二
五
）
の

倭
王
讃
の
上
表
文
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
前
半
が
倭

王
讃
の
上
表
文
だ
と
す
れ
ば
、
第
二
の
疑
い
は
漢
然
と
し
て
泳
釈
す
る
。

「
冊
府
元
亀
し
が
何
を
参
拠
書
と
し
た
か
は
既
に
不
明
で
あ
る
が
、
「
通
鑑
」

も
用
い
た
「
翌
冬
」
や
「
高
峯
小
史
」
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
　
「
冊
府
元

亀
」
の
引
用
の
仕
方
か
ら
し
て
、
編
年
体
の
史
書
よ
り
引
く
の
が
便
利
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
「
冊
府
元
亀
」
の
撰
修
は
、
　
「
導
通
鑑
長
編
」
六
十
一

に
、
「
（
景
徳
二
年
秋
九
月
）
丁
卯
、
資
政
殿
学
士
王
学
若
・
知
制
電
楊
億
を

し
て
歴
代
の
君
臣
事
跡
を
修
め
し
む
」
と
あ
る
の
が
そ
の
発
端
で
、
同
書
八

十
一
に
「
（
大
中
祥
符
六
年
秋
八
月
）
壬
申
、
枢
密
尊
王
欽
若
等
、
新
に
編

修
せ
る
君
臣
満
濃
一
千
巻
を
上
る
。
上
、
親
ら
序
を
製
し
名
を
箭
府
元
亀
と

賜
う
」
と
い
う
。
南
宋
の
王
明
清
の
「
読
書
録
」
後
飛
一
に
、
太
宗
の
太
平

興
国
中
に
編
修
さ
れ
た
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
蓋
し
伝
聞
の
誤
り
で
あ

る
。
　
「
太
平
御
覧
」
よ
り
は
晩
出
の
書
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
　
「
太
平
御
覧
」
七
八
二
東
夷
部
で
倭
国
の
記
事
を
載
せ
る
の
に
、

「
後
漢
書
」
・
「
塗
筆
」
・
「
南
史
」
・
「
書
史
」
等
を
引
く
の
み
で
、
よ
り
充
実
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し
た
「
宋
書
」
か
ら
は
全
く
引
か
ず
、
武
の
上
表
文
も
「
南
史
」
か
ら
引
い

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
壁
書
」
倭
国
伝
が
当
蒔
既
に
残
欠
し
て
い

た
か
ら
で
、
後
に
「
南
史
」
に
よ
っ
て
補
綴
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
唐
の
杜

佑
の
「
通
典
」
黒
子
典
の
倭
国
王
武
の
記
事
も
、
唐
初
に
作
ら
れ
た
「
南
史
」

に
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
き
に
引
い
た
鄭
穆
が
「
宋
書
」
を
校
讐
し
た

の
は
、
　
「
太
平
御
覧
」
の
修
成
よ
り
は
後
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
と
よ
い
。

（
北
宋
の
難
詰
朝
に
勅
撰
さ
れ
た
「
崇
文
総
目
」
に
、
　
「
宋
書
し
に
つ
い
て
、

「
今
世
に
伝
う
る
所
は
、
文
多
く
舛
失
し
、
参
補
す
る
こ
と
未
だ
獲
ず
」
と

述
べ
て
い
る
こ
と
は
既
に
引
用
し
て
お
い
た
が
、
　
「
総
目
」
も
「
御
覧
」
よ

り
は
晩
出
の
書
で
あ
る
。
）

　
以
上
、
　
「
宋
書
」
に
見
え
る
倭
王
武
の
上
褒
文
に
関
し
て
四
つ
の
疑
い
を

指
摘
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
綜
合
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
　
（
一
）
「
留
書
」

に
引
く
倭
学
武
の
上
表
文
の
前
半
は
、
　
「
冊
府
元
亀
」
が
引
い
て
い
る
よ
う

に
、
倭
王
讃
の
上
表
文
で
あ
り
、
　
（
二
）
後
半
の
文
章
は
書
影
武
の
上
表
文

で
あ
る
が
、
　
「
道
開
百
済
」
の
前
の
文
章
は
既
に
早
く
残
欠
し
て
い
た
。

（
三
）
こ
の
二
つ
の
上
表
文
を
結
び
つ
け
て
ひ
と
つ
に
し
、
筋
群
武
の
上
表

文
と
し
た
の
は
、
為
初
に
「
南
史
」
が
作
ら
れ
た
時
で
、
北
宋
に
入
っ
て

「
太
平
御
覧
」
が
作
ら
れ
た
時
に
は
、
　
「
愚
書
」
は
ま
だ
残
欠
し
た
ま
ま
で
、

補
綴
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
三
つ
で
あ
ろ
う
。

　
今
、
　
「
冊
府
元
亀
」
九
六
三
に
見
え
る
血
合
讃
の
上
表
文
を
掲
げ
、
若
干

の
考
釈
を
加
え
て
お
く
。

　
　
　
是
年
（
1
1
文
帝
元
嘉
二
年
）
倭
国
王
倭
讃
詩
話
奉
表
公
方
物
。
表
日
。

　
　
千
国
偏
遠
。
作
若
干
外
。
自
昔
祖
父
。
躬
撰
甲
冑
。
践
渉
山
川
。
不
逞

　
　
寧
処
。
東
征
毛
人
五
十
五
国
。
西
服
衆
母
六
十
六
国
。
渡
平
海
北
九
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
五
国
。
王
道
融
泰
。
廓
土
鍋
畿
。
言
葉
朝
宗
。
不
落
子
歳
。
熊
胆
下
愚
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

　
　
添
紹
先
緒
。
駆
率
所
労
。
薄
襟
多
極
。
詔
除
都
督
倭
新
羅
任
那
加
羅
秦

　
　
△
△
　
　
　
　
△
△
△

　
　
韓
慕
韓
六
国
諸
軍
事
｛
唖
蝉
山
人
将
庸
早
孫
王
。
　
（
拠
景
明
刊
初
印
本
）

　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム

　
原
文
は
、
葉
字
を
業
に
作
り
、
韓
慕
は
韓
を
朝
に
作
り
、
慕
字
を
欠
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム

都
督
の
万
字
及
び
諸
軍
事
の
三
字
を
脱
し
て
い
る
の
で
、
　
「
南
史
」
倭
国
伝

に
よ
っ
て
補
正
し
た
。
こ
の
文
章
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
封
国
の

主
で
あ
る
倭
王
が
宋
の
天
子
に
奉
る
表
と
い
う
形
武
を
取
っ
て
い
る
。
中
華

思
想
を
も
ち
、
一
番
万
民
を
立
て
ま
え
と
す
る
中
国
王
朝
で
は
、
封
国
の
主

は
も
と
よ
り
、
た
と
え
純
然
た
る
外
国
の
主
や
使
臣
で
も
、
中
国
の
天
子
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

対
し
て
は
虚
礼
を
取
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
中
国
側
で
は
主
観
的
に
中
国

と
対
当
な
外
国
の
存
在
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
交
は
だ
か
ら
中
国
の

天
子
に
対
す
る
朝
貢
と
い
う
形
式
を
取
る
。
封
国
の
主
は
宋
の
天
子
に
対
し

「
臣
某
」
と
称
し
臣
礼
を
取
る
。
皇
后
や
皇
太
子
で
も
、
天
子
に
対
す
る
限

り
「
臣
」
で
あ
り
、
も
し
上
表
文
を
作
れ
ば
、
天
子
を
「
皇
帝
陛
下
」
と
か

「
聖
主
」
と
呼
び
、
　
「
愚
妾
」
と
か
「
臣
某
」
と
自
称
す
る
。
こ
の
こ
と
を

念
頭
に
お
い
て
邪
ま
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
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倭國建武の上表文について（湯浅）

　
さ
て
、
　
「
偏
遠
」
は
、
遠
い
こ
と
。
偏
も
遠
の
義
で
、
　
「
後
漢
書
」
東
夷

伝
論
賛
の
「
砂
紗
偏
訳
」
の
注
に
、
　
「
偏
、
黒
総
」
と
い
う
。
藩
は
、
藩
と

通
用
。
　
「
躬
撰
甲
冑
、
践
渉
山
川
」
は
、
　
「
左
伝
」
成
公
十
三
年
の
「
文
公

事
撰
甲
冑
、
賊
履
山
川
」
の
句
を
用
い
た
。
　
「
不
仁
寧
処
」
は
、
　
「
詩
」
召

南
京
其
麗
の
小
序
に
見
え
る
語
で
あ
る
が
、
漢
籍
で
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

例
え
ば
「
後
漢
書
」
徐
樺
伝
に
、
　
「
何
為
幽
栖
不
蓬
生
処
」
と
。
　
「
王
道
融

泰
」
は
、
宋
の
天
子
の
王
道
は
広
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
意
。
融
・
泰
と
も

に
通
の
義
。
　
「
文
選
」
に
載
せ
る
何
曇
の
「
景
福
殿
賦
」
の
「
品
物
威
融
」

の
李
善
の
注
に
、
　
「
融
猶
通
也
」
と
。
又
た
「
広
雅
」
釈
詰
に
、
　
「
泰
、
通

也
」
と
か
、
　
「
周
易
」
序
卦
に
、
　
「
唖
者
通
也
」
と
あ
る
。
従
来
、
倭
国
王

の
王
道
の
意
に
解
し
て
い
る
ら
し
い
が
、
と
ん
で
も
な
い
誤
解
だ
。
こ
こ
で

は
倭
国
王
は
「
臣
」
で
あ
り
、
宋
の
天
子
の
政
教
を
称
美
す
る
意
味
で
王
道

の
語
を
用
い
た
。
王
道
は
王
者
が
行
う
所
の
仁
政
を
い
う
語
。
「
不
詳
遽
畿
」

は
、
倭
国
の
彊
域
は
天
子
の
都
よ
り
遠
い
意
。
「
姦
し
は
「
説
文
」
に
、
「
天

　
　
　
　
　
　
ま
じ
か

子
千
里
の
地
、
逮
近
を
以
て
こ
れ
を
言
え
ば
、
則
ち
畿
と
言
う
」
　
（
天
子
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

里
地
以
直
近
言
之
則
言
畿
）
と
。
天
子
に
最
も
近
い
と
い
う
意
味
で
畿
と
言

　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む

う
の
は
、
畿
と
近
と
は
古
音
が
近
い
か
ら
で
あ
る
。
都
を
囲
む
千
里
四
方
の

天
子
の
直
轄
地
を
畿
と
言
う
。
凄
艶
は
、
が
ん
ら
い
土
地
を
開
拓
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
こ
は
開
か
れ
た
倭
国
の
彊
域
を
言
う
。
　
「
遽
」
は
遠
い
意
。

空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
遠
い
意
に
用
い
る
。
　
「
薩
雅
」
釈
詰
に
、
　
「
遽
、

　
　
　
　
　
　
ケ
ソ

遠
也
」
と
。
　
「
轡
」
は
、
　
「
葱
」
の
籔
文
。
（
「
説
文
」
心
部
葱
字
の
下
に
見

え
る
。
）
　
「
詩
」
大
雅
抑
の
「
不
葱
干
儀
」
を
、
　
「
礼
記
」
纏
衣
に
引
い
て

「
不
響
子
儀
」
に
作
る
。
鄭
玄
の
注
に
「
轡
、
二
恩
」
と
い
う
。
あ
や
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ぎ
わ

義
。
　
「
南
史
」
で
は
葱
に
作
る
。
此
処
の
四
句
は
、
　
「
王
道
は
融
泰
た
り
、

　
　
　
　
　
と
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま

廓
土
は
畿
に
重
き
も
、
累
葉
朝
宗
し
て
、
歳
に
葱
た
ず
」
と
膿
む
と
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
と
ほ
　
　
ひ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
る
　
　
　
　
　
さ
か
ひ

こ
れ
ま
で
、
　
「
王
道
止
り
潔
く
、
廓
土
質
か
な
る
畿
、
累
葉
朝
宗
し
て
歳
に

た
が慾

は
ず
」
　
（
末
松
保
和
「
任
那
興
亡
史
」
九
九
頁
）
と
か
、
　
「
王
道
は
侵
透

し
王
威
の
及
ぶ
所
を
広
く
し
、
畿
（
お
ひ
ざ
も
と
）
を
そ
れ
だ
け
広
げ
て
い

ま
す
」
　
（
藤
間
生
大
「
倭
の
五
王
」
九
六
頁
）
と
説
い
て
い
る
。
眉
に
唾
を

つ
け
、
数
回
読
み
返
し
て
み
た
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
の
か
、
私
に

は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
駆
率
は
、
駆
使
専
領
の
義
で
、
ひ
き
つ
れ
て
意
の

ま
ま
に
使
う
こ
と
。
帰
崇
は
、
差
向
し
た
っ
と
ぶ
。
天
引
は
、
天
道
。
天
の

立
て
た
秩
序
。
中
正
至
極
の
道
徳
的
標
準
の
意
。
南
宋
の
朱
蕪
は
「
皇
半
弁
」

で
、
　
「
極
と
は
、
盃
極
の
義
、
標
準
の
名
、
常
に
物
の
中
央
に
在
り
て
四
方

よ
り
こ
れ
を
望
み
、
以
て
正
を
取
る
も
の
な
り
」
と
説
い
て
い
る
。
「
宋
書
」

礼
志
に
、
孫
権
が
初
め
て
尊
号
を
称
し
南
郊
に
祭
っ
て
天
に
告
ぐ
詞
に
、

「
謹
み
て
元
碍
を
択
び
、
壇
に
登
っ
て
柴
暑
し
、
皇
帝
の
位
に
即
く
。
唯
だ

な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
や
す

爾
じ
有
神
こ
れ
を
飽
け
よ
。
有
呉
を
左
右
に
し
、
永
く
天
極
を
鞍
ん
ぜ
ん
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ

又
た
黄
回
伝
の
「
憎
侮
す
る
こ
と
厭
く
無
く
、
天
極
を
顧
り
み
る
な
し
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

天
極
は
、
み
な
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
「
国
語
」
越
階
下
に
見
え
る
「
天
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ら極
を
過
ぐ
る
無
く
、
数
（
一
定
命
）
を
究
め
て
止
む
」
の
重
昭
の
注
に
、
「
天

道
の
至
る
所
を
過
ぐ
る
無
く
、
そ
の
数
を
窮
め
て
止
む
な
り
」
と
い
う
。
以

上
で
二
王
讃
の
上
表
文
は
終
っ
て
い
る
が
、
こ
の
後
は
残
欠
し
て
い
た
か
も

し
れ
ぬ
。
都
督
諸
軍
は
、
　
「
宋
書
」
百
官
志
に
よ
る
と
、
使
持
節
が
上
で
、

持
節
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
仮
節
が
下
で
あ
る
。
習
の
東
遷
以
来
、
都
督
中
外
諸

軍
が
尤
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
東
作
で
は
元
帝
の
時
に
宰
相
で
あ
っ
た
王
導
た

だ
一
人
が
こ
れ
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
み
。
宋
朝
で
は
人
臣
に
し
て
都
督
中
外
と

な
っ
た
も
の
は
無
い
。
持
節
都
督
、
安
東
大
将
軍
は
と
も
に
贔
秩
第
二
。

「
心
素
」
に
よ
る
と
、
「
文
帝
の
元
嘉
二
年
、
讃
ま
た
司
馬
の
曹
達
を
し
て

表
を
奉
じ
方
物
を
献
ぜ
し
む
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
上
表
文
は
そ
の
時
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
に
な
る
。
倭
国
か
ら
の
使
者
は
、
司
馬
で
あ
っ
た
曹
達
を
介
し
て
、
倭
国

王
の
書
を
奉
呈
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
通
典
」
職
官
典
感
喜
総
論
郡
佐
の
条
に
、

　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ

「
司
馬
は
、
本
と
武
を
主
ど
る
の
宮
。
魏
瞥
よ
り
以
後
、
刺
史
は
将
軍
を
帯

び
府
を
開
く
も
の
多
く
、
則
ち
府
僚
の
司
馬
を
置
く
。
軍
府
の
官
な
り
。
軍

　
　
お
さ

喜
を
理
む
」
と
。
　
「
宋
書
」
百
官
憲
に
、
「
公
府
の
野
史
・
司
馬
、
秩
千
石
」

と
い
う
。
某
氏
の
著
書
に
、
「
倭
王
の
讃
は
元
嘉
二
年
（
四
二
五
）
に
も
、

司
馬
の
曹
達
を
宋
に
遣
わ
し
て
、
上
表
し
て
方
物
を
献
じ
た
」
と
説
明
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

い
る
の
は
、
誤
読
で
あ
ろ
う
。
　
「
甫
史
」
・
「
宋
書
」
の
「
讃
又
遣
司
馬
曹
達

奉
表
献
方
物
」
の
遣
字
は
、
先
秦
以
来
、
使
・
令
と
同
類
の
詞
で
、
わ
が
国

語
の
シ
ム
・
セ
シ
ム
の
用
を
す
る
助
辞
で
あ
る
（
王
力
「
漢
語
史
稿
」
中
冊

四
三
八
頁
・
大
典
「
文
語
解
」
二
）
。
倭
国
か
ら
曹
達
が
出
む
い
た
と
は
考

え
難
い
。
こ
の
種
の
遣
字
の
用
例
を
挙
げ
る
と
、
「
墨
子
」
非
儒
下
に
、
「
乃

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
し

七
子
貢
之
斉
」
　
（
乃
ち
子
貢
を
し
て
斉
に
之
か
遣
む
）
、
「
史
記
」
准
陰
侯
伝

　
　
　
　
へ

に
、
　
「
乃
遣
張
良
往
電
信
整
斉
王
」
　
（
乃
ち
張
良
を
し
て
往
き
て
信
を
立
て

　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

斉
王
と
為
さ
富
む
）
、
韓
信
認
に
「
韓
王
成
以
不
従
無
功
、
不
遣
誤
報
」
（
韓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

本
成
は
従
は
ず
功
無
き
を
以
て
、
国
に
就
か
短
め
ず
）
、
厳
武
「
中
坐
早
秋
」

　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
な

詩
に
、
　
「
莫
遣
沙
場
匹
馬
飼
」
（
漁
場
の
匹
馬
を
し
て
還
ら
遣
む
る
莫
か
れ
）

な
ど
こ
れ
で
あ
る
。

　
次
に
「
南
面
」
・
「
無
二
」
で
は
倭
王
武
の
上
表
文
と
す
る
後
半
の
部
分
を

引
い
て
考
釈
を
加
え
て
お
く
。
　
「
触
書
」
の
方
が
や
や
詳
し
い
の
で
こ
れ
に

よ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
（
…
…
原
欠
…
…
）
道
蓬
百
済
。
装
治
船
肪
。
而
句
選
無
道
。
図
欲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

　
　
見
呑
。
掠
抄
辺
隷
。
見
醒
不
已
。
毎
致
稽
滞
。
以
失
一
風
。
難
日
進
路
。

　
　
或
直
接
不
。
臣
黒
革
済
実
葱
姦
盗
。
雍
塞
天
路
。
控
弦
百
万
。
義
声
感

　
　
激
。
方
欲
大
挙
。
奄
喪
父
兄
。
使
垂
成
之
功
。
不
獲
一
襲
。
居
在
諒
闇
。

　
　
不
動
兵
甲
。
是
以
偲
橡
麺
捷
。
至
今
欲
練
墨
治
兵
。
申
父
兄
之
志
。
義

　
　
士
虎
黄
。
文
武
敷
藁
。
白
刃
下
前
。
至
心
不
仁
。
若
以
帝
徳
覆
載
。
握

　
　
此
強
敵
。
克
靖
方
難
。
無
替
前
功
。
矯
自
愛
開
府
儀
同
三
司
。
其
鯨
威

　
　
ム

　
　
各
仮
授
。
以
勧
忠
節
。

　
　
　
　

　
「
道
逞
百
済
」
の
蓬
字
は
、
「
黙
思
」
の
各
本
と
も
遙
字
に
作
る
が
、
「
南
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倭國ヨ三武の上表文について（湯浅）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

史
」
・
「
通
典
」
辺
防
備
倭
国
伝
に
よ
り
運
に
改
め
た
。
蓬
は
字
ま
た
僅
に
作

　
　

り
穫
に
作
る
。
　
「
広
博
」
釈
詰
に
「
僅
、
過
也
」
と
。
と
を
り
ぬ
け
る
義
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

「
装
治
船
紡
」
は
、
　
「
南
本
」
は
「
装
飾
船
肪
」
に
、
　
「
書
典
」
は
「
装
船

ム理
紡
」
に
作
る
。
と
も
に
唐
の
高
説
の
誰
治
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
　
「
練
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

治
兵
」
も
、
　
「
南
史
」
は
た
だ
「
練
兵
」
と
し
、
「
通
典
」
は
「
練
甲
理
兵
」

に
作
る
。
ま
た
唐
の
高
祖
の
祖
は
虎
と
言
う
の
で
、
　
「
義
士
勲
賞
」
の
句
は

「
南
画
」
・
「
通
典
」
に
は
見
え
な
い
。
こ
と
さ
ら
に
省
略
し
た
の
で
あ
る
。

（
唐
人
は
虎
字
を
改
め
て
、
獣
・
武
・
豹
・
彪
に
作
る
こ
と
が
あ
る
。
）
　
「
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め

露
見
呑
」
は
、
分
り
に
く
い
語
で
あ
る
が
、
　
「
欲
を
図
り
呑
を
直
す
」
の
意

か
。
貧
欲
に
も
百
済
を
併
呑
す
る
勢
を
示
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
震
劉
は
、

「
忍
冬
」
成
公
十
三
年
の
「
震
劉
我
辺
垂
」
の
杜
注
に
「
崖
・
劉
、
皆
殺
也
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

と
。
穫
滞
は
、
稽
遅
甕
滞
の
義
で
、
と
ど
ま
る
・
と
ど
こ
お
る
。
艮
風
は
、

東
北
風
。
　
「
宋
書
」
の
各
藩
と
も
良
風
に
作
る
が
、
そ
れ
だ
と
良
い
風
俗
の

意
に
な
り
、
前
後
の
文
意
に
照
し
て
妥
当
で
な
い
。
艮
・
良
は
、
宇
宙
似
て

誤
る
。
約
三
百
四
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
藤
原
常
嗣
を
大
使
と
す
る
遣

唐
使
船
の
航
海
の
様
子
が
円
心
の
「
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
」
に
、
　
「
承
和
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
マ
　
　
で
　
　
マ

年
（
八
三
八
）
六
月
十
三
日
午
時
。
第
一
第
四
両
舶
専
使
駕
舶
。
縁
無
順
風
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

惇
宿
三
箇
日
。
十
七
β
夜
半
。
得
嵐
風
上
苗
圃
出
行
。
巳
隠
西
志
賀
嶋
東
海
。

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ

為
無
信
風
。
五
箇
日
量
宿
　
。
廿
二
日
卯
時
。
得
艮
風
進
発
。
更
不
暴
漢
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

投
細
砂
行
。
廿
一
二
日
巳
時
。
画
質
資
質
。
東
北
風
吹
。
征
留
執
別
。
比
至
酉

　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

蒔
。
洋
帆
渡
海
。
東
北
風
吹
。
入
夜
暗
行
。
両
舶
火
信
相
通
」
　
〈
承
和
五
年

六
月
十
三
臼
午
時
、
第
一
・
第
四
鎌
倉
の
諸
使
は
舶
に
駕
す
。
順
風
な
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
り
停
宿
す
る
こ
と
三
ケ
日
。
十
七
日
夜
半
、
薫
風
を
得
て
帆
を
上
げ
櫨
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
へ

揺
が
し
て
行
く
。
巳
時
、
志
賀
嶋
の
東
海
に
到
る
。
信
風
（
1
1
東
北
風
）
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

き
が
為
に
五
ケ
日
停
宿
。
廿
二
日
卯
時
、
艮
風
を
得
て
進
発
し
、
更
に
襖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

（
1
1
船
舶
の
停
泊
で
き
る
処
）
を
覚
め
ず
、
夜
に
投
じ
て
暗
き
を
行
く
。
廿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

三
日
巳
時
、
有
救
嶋
に
到
る
。
東
北
風
吹
き
、
征
く
と
留
る
と
別
を
執
る
。

　
　
　
い
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

二
時
に
比
至
り
、
帆
を
上
げ
海
を
渡
る
に
、
東
北
風
吹
き
、
夜
に
入
り
て
賭

き
を
行
く
。
下
底
の
火
信
あ
い
通
ず
〉
と
見
え
る
。
信
風
は
唐
人
の
語
で
、

東
北
風
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
唐
に
向
う
船
舶
は
、
東
北
風
が
吹
く
と
帆

を
上
げ
て
出
発
し
、
風
が
止
む
と
停
泊
し
、
で
き
る
だ
け
陸
地
の
近
く
を
進

ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
五
世
紀
の
倭
国
の
使
者
は
先
ず
百
済
に
渡
り
船
舶

を
と
と
の
え
、
東
北
風
を
利
用
し
て
黄
海
を
横
ぎ
っ
て
大
陸
に
近
づ
き
、
中

国
の
東
海
を
陸
地
ぞ
い
に
進
み
、
長
江
の
江
口
か
ら
江
を
遡
っ
て
建
康
に
行

く
か
、
杭
州
湾
か
ら
上
陸
し
て
陸
路
を
建
康
へ
進
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
隔

日
進
路
」
は
、
た
と
え
路
を
進
ん
で
も
の
意
。
　
「
臣
亡
考
済
」
は
、
臣
の
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
り
　
　
ぬ

父
済
の
意
で
あ
る
が
、
済
は
、
従
来
欝
わ
れ
て
来
た
よ
う
に
亡
父
の
名
で
は

ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
ま
い
。
当
隠
の
中
国
の
風
習
と
し
て
子
は
父
と
か
祖
父
と
か
の
名
は
直

書
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
会
話
の
場
合
で
も
、
自
分
や
相
手
の
父
や
祖
父
の

名
と
同
字
・
同
音
字
を
不
用
意
に
口
に
す
る
こ
と
は
厳
に
戒
め
ら
れ
た
。
ま
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し
て
や
父
祖
の
名
緯
を
直
書
す
る
こ
と
は
、
孝
道
に
悼
戻
す
る
行
為
で
あ
り
、

名
教
の
罪
人
で
あ
る
。
（
生
き
て
名
と
謂
い
、
死
し
て
謬
と
謂
う
。
）
「
宋
書
」

が
倭
王
武
の
上
表
文
と
し
て
引
く
「
嬢
子
祖
禰
」
の
祖
を
彌
の
誤
写
と
す
る

よ
う
な
説
は
、
中
国
祉
会
に
固
有
な
近
位
の
習
俗
を
無
視
し
た
紙
纏
の
説
で

あ
る
。
今
、
六
朝
時
代
の
史
籍
か
ら
二
三
の
例
を
引
い
て
説
明
し
て
お
く
。

（
因
に
祖
禰
を
祖
彌
と
解
す
る
説
は
、
笠
井
倭
人
「
研
究
史
倭
の
五
王
」
に

詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
か
ら
、
此
処
に
は
贅
雷
せ
ぬ
。
）
　
先
ず
、
　
「
郵
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん

王
美
文
伝
に
そ
の
長
子
の
こ
と
を
述
べ
て
、
　
「
長
子
絢
、
字
は
長
素
。
年
七

歳
、
論
語
を
読
み
で
〈
周
監
於
二
代
〉
に
歪
り
、
外
祖
何
尚
之
こ
れ
に
戯
れ

　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

て
悪
く
、
　
〈
耶
耶
乎
文
哉
〉
と
。
絢
即
ち
論
え
て
曰
く
、
　
〈
草
翁
風
必
聴
〉

と
」
見
え
る
。
　
こ
れ
は
七
歳
の
王
絢
が
「
論
語
」
を
読
ん
で
、
八
倫
篇
の

「
周
は
二
代
に
監
み
て
…
…
」
と
い
う
所
ま
で
来
た
と
き
、
そ
ぼ
に
居
た
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
や

方
の
祖
父
何
尚
之
が
孫
に
戯
れ
て
、
　
「
耶
二
巴
と
し
て
文
な
る
か
な
」
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

つ
た
の
で
、
絢
は
す
か
さ
ず
「
草
声
風
必
侮
」
と
や
り
返
し
た
と
い
う
話
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
が
　
　
　
　
　
い
く
い
く

あ
る
。
　
「
論
語
」
の
句
は
も
ち
ろ
ん
「
周
は
二
代
に
監
み
て
、
郁
郁
乎
と
し

て
文
な
る
か
な
」
で
あ
る
が
、
郁
字
を
用
い
て
は
絢
の
父
震
域
、
字
は
景
文

の
名
を
犯
す
こ
と
に
な
る
（
或
・
郁
は
と
も
に
於
六
切
）
。
そ
こ
で
何
尚
之
は

　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

こ
と
さ
ら
に
郁
と
字
形
は
似
て
い
る
が
音
声
の
異
る
耶
字
を
用
い
た
。
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ

で
絢
は
す
か
さ
ず
顔
淵
篇
の
「
草
尚
風
呂
堰
」
　
（
草
、
風
を
尚
う
れ
ば
必
ず

ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

偲
す
）
を
引
き
、
祖
父
何
尚
之
の
華
字
を
避
け
、
老
人
を
意
味
す
る
翁
字
に

代
え
た
の
で
あ
る
。
（
こ
の
話
は
「
南
史
」
王
或
伝
に
も
引
い
て
い
る
。
「
宋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
な

書
」
で
は
王
或
を
必
ず
景
文
と
字
で
表
現
し
て
い
る
の
は
、
宋
の
明
暮
の
名

或
を
避
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
　
「
南
史
」
は
唐
人
の
撰
述
な
の
で
そ
の
必
要

は
な
い
。
）
　
「
南
史
」
王
僧
慶
伝
に
、
謝
鳳
の
子
の
超
宗
が
か
つ
て
王
僧
慶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
訪
ね
て
僧
震
の
子
の
慈
の
部
屋
に
到
り
、
　
「
獅
の
書
は
慶
公
（
の
書
）
に

何
日
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
　
「
慈
の
書
は
大
人
（
一
父
）
に
比
す
れ
ば
、
難

　
　を

鳳
に
比
す
る
が
如
し
」
と
返
さ
れ
た
の
で
、
超
宗
は
狼
狽
し
て
退
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　

い
う
。
こ
れ
は
、
震
公
と
父
の
名
を
口
に
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
無
礼
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ば
か
り
、
相
手
の
父
の
名
説
を
用
い
て
切
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
宋
の
劉
義

慶
の
「
世
説
薪
語
」
に
も
盧
志
と
陸
土
衡
と
の
間
に
起
っ
た
問
様
の
話
柄
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
ム

収
め
て
い
る
（
盧
志
台
墨
坐
問
陸
士
聖
日
。
「
不
遜
・
陸
抗
是
君
何
物
」
。
答

　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

田
。
「
薫
蒸
於
盧
統
・
盧
麗
」
。
士
龍
失
書
。
）
。
こ
れ
も
自
分
の
祖
父
と
父
と

の
名
を
相
手
が
不
用
意
に
口
に
出
し
た
の
で
、
相
手
の
祖
父
・
父
の
名
を
出

し
て
答
え
た
の
で
あ
る
。
　
「
北
史
」
儒
林
伝
に
、
北
斉
の
儒
宗
と
し
て
当
代

に
聞
え
た
熊
安
生
が
、
徐
雄
と
和
安
の
二
人
に
対
面
し
た
時
、
自
ら
触
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
　
　
ゆ
う

と
称
し
た
の
で
群
公
こ
れ
を
晒
う
と
見
え
る
。
雄
と
熊
と
は
と
も
に
羽
丸
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

で
同
音
の
字
。
徐
雄
と
和
安
の
二
人
の
前
で
は
、
自
ら
熊
安
生
と
名
の
る
こ

と
は
礼
を
失
す
る
の
で
、
彼
は
h
触
触
生
」
　
（
二
人
の
名
に
抵
触
す
る
も
の

の
意
）
と
名
の
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
大
へ
ん
謹
厳
な
態
度
で

あ
る
が
、
触
無
生
（
O
げ
口
　
　
O
財
O
　
　
匂
。
ぴ
α
】
P
σ
q
）
は
恰
も
ど
も
り
が
畜
生
（
。
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倭国特写の上表文について（湯浅）

。・

ｰ
創
σ
q
）
と
言
っ
た
よ
う
に
聞
え
た
か
ら
、
思
わ
ず
群
公
の
晒
い
を
さ
そ
っ

た
の
で
あ
る
。
畜
生
は
、
後
世
の
王
八
・
鳥
亀
に
類
す
る
野
卑
な
罵
書
で
、

す
で
に
溶
融
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。
唐
の
劉
知
幾
の
言
に
、
　
「
学
子
名
母

は
、
必
ず
富
む
る
に
名
教
を
以
て
し
、
実
に
三
千
の
罪
人
な
り
」
（
「
史
通
」

序
伝
）
と
あ
る
が
、
学
子
名
匠
と
は
「
戦
国
策
」
塁
砦
に
見
え
る
こ
と
で
、

宋
人
で
学
を
修
め
た
も
の
が
母
を
呼
ぶ
の
に
そ
の
名
を
称
し
た
故
事
を
引
き
、

か
く
の
如
ぎ
は
礼
教
に
背
く
行
為
で
不
孝
の
大
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
戒

め
た
の
で
あ
る
。
中
国
で
は
秦
漢
よ
り
清
末
に
至
る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
「
避

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

誰
」
の
習
俗
は
厳
重
に
守
ら
れ
、
当
代
の
淫
酒
や
所
尊
の
名
を
直
書
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
上
表
文
は
と
と
の
っ
た
雄
勤
な
漢
文
で
書
か
れ

て
い
る
か
ら
、
　
「
心
墨
職
事
」
は
中
国
風
に
論
号
或
は
玉
壷
の
つ
も
り
で
済

と
書
い
た
の
で
あ
っ
て
、
武
の
父
の
名
が
済
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
は
、

と
う
て
い
考
え
難
い
。
　
（
こ
の
上
表
文
は
倭
人
が
書
い
た
の
で
は
な
く
、
宋

の
鴻
臆
の
属
官
が
倭
国
の
使
者
の
口
上
を
聴
い
て
文
章
に
ま
と
め
た
の
で
あ

ろ
う
。
史
書
に
収
め
る
際
、
さ
ら
に
潤
色
が
加
え
ら
れ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
）

　
　
　
　
　
　
　
か
わ

「
済
」
は
が
ん
ら
い
水
の
名
で
あ
る
が
、
水
に
従
い
漏
斗
の
字
で
、
斉
字
と

通
用
さ
れ
る
。
斉
は
「
論
法
」
（
「
周
霧
」
論
法
）
に
、
　
「
執
心
克
荘
を
斉
と

祝
う
」
・
「
資
輔
共
就
を
斉
と
日
う
」
と
あ
り
、
識
号
に
用
い
ら
れ
る
字
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
済
字
も
譲
号
と
し
て
用
い
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
「
武
」
も
「
詮

法
」
に
見
え
る
字
で
、
中
国
で
は
慧
号
に
用
い
ら
れ
る
。
済
が
三
号
で
あ
る

の
か
、
識
号
で
あ
る
の
か
、
な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
私
が
こ
こ
で
言
い
た

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヵ

い
の
は
名
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
倭
国
王
に
は
設
号
を
贈

る
風
習
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
中
国
に
来
貢
し
た
倭
国
の
使
者
は
、
中

国
の
風
習
に
従
っ
て
二
号
や
王
号
を
称
謂
と
し
て
用
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
漢
文
で
「
上
表
文
」
を
書
く
場
合
に
は
、
当
時
の
中
国
王
朝
の
礼
儀
作

法
に
か
な
い
、
文
章
の
正
軌
に
か
な
っ
た
表
現
を
し
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ

て
済
字
を
手
が
か
り
と
し
て
、
倭
国
王
の
固
有
の
国
語
名
と
済
字
と
の
間
に

音
韻
上
の
類
似
点
を
求
め
、
済
な
る
人
物
を
比
定
す
る
こ
と
は
見
当
違
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
は
な
く
、
内
外
の
史
料
に
見
え
る
倭
国
王
の

事
　
を
尋
ね
、
済
が
誰
に
ふ
さ
わ
し
く
、
誰
と
時
代
が
合
致
す
る
か
を
考
察

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
や
や
わ
き
道
に
そ
れ
た
が
表
の
本
文
に
も
ど
ろ
う
。

　
天
路
は
、
は
る
か
に
遠
い
路
。
例
え
ば
、
張
衡
の
「
西
京
賦
」
に
「
往
昔

　
　
　
　
よ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

の
松
喬
を
美
と
し
、
羨
門
を
天
路
に
要
む
」
と
。
天
子
の
政
道
の
意
に
用
い

る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
そ
う
で
は
な
い
。
　
「
控
弦
百
万
」
は
、
兵
卒
の

多
い
こ
と
。
塩
谷
は
、
弓
を
引
く
こ
と
。
引
伸
し
て
兵
卒
の
称
と
す
る
。

「
説
文
」
に
「
控
は
、
引
な
り
。
手
に
従
い
空
声
。
詩
に
日
う
、
大
邦
に
控

く
と
。
旬
叡
山
を
引
く
を
控
弦
と
日
う
」
と
。
　
「
帝
徳
覆
載
」
は
、
帝
王
の

徳
の
広
大
な
こ
と
を
言
う
。
覆
載
は
、
内
事
地
無
－
天
の
如
く
覆
い
地
の

如
く
載
せ
る
意
。
開
階
儀
同
三
司
は
、
職
掌
の
無
い
名
目
だ
け
の
官
で
、
山

尾
は
三
司
に
同
じ
く
、
位
は
三
司
に
次
ぐ
。
三
司
は
三
公
、
太
尉
・
司
窒
・
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司
徒
を
い
う
。
魏
替
以
後
、
将
軍
に
な
る
と
府
を
開
き
自
ら
部
下
の
官
員
を

置
署
し
た
の
で
開
府
の
称
が
あ
る
。
こ
の
官
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
「
書
典
」

三
四
職
官
二
六
に
詳
し
く
見
え
る
。
倭
王
武
の
乾
せ
ら
れ
た
安
東
大
将
軍
：

使
持
節
都
督
と
同
じ
二
品
官
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
功
臣
に
与
え
る
名
誉
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

で
あ
る
か
ら
、
倭
王
に
認
め
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
　
「
其
鯨
威
各

　
　
　
　
ム

仮
授
」
の
各
字
は
、
　
「
旧
史
」
・
「
通
典
」
辺
防
典
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

　
南
斉
の
太
祖
の
建
元
元
年
（
四
七
九
）
、
倭
王
武
は
さ
ら
に
男
を
進
め
て
鎮

東
大
将
軍
に
な
っ
た
と
い
う
（
「
冊
府
元
亀
」
九
六
三
）
。
こ
の
記
事
は
「
南

怨
書
」
東
南
夷
伝
の
そ
れ
と
一
致
す
る
。

　
①
　
宋
王
朝
の
世
の
人
は
大
君
と
舞
う
。
大
は
そ
の
二
代
の
王
朝
に
対
す
る
美
称
。

　
　
斉
・
梁
の
人
は
だ
だ
宋
と
言
う
。

　
②
　
当
風
は
稲
語
で
強
風
の
意
で
あ
ろ
う
。
漢
語
で
は
用
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
火
学
文
学
部
教
授
　
岡
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